
　

農
業
協
同
組
合
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
九
・
二
八
法
七
四
）

附
則
一
一
条
の
二
（
平
成
二
八
・
九
・
二
七
ま
で
に
施
行
）

第
八
八
条
【
組
織
変
更
計
画
】
①
　（
略
）

②
　（
柱
書
略
）

一
　
組
織
変
更
後
の
医
療
法
人
（
以
下　「
組
織
変
更
後
医
療
法
人
」
と
い

う
。）の
医
療
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第

九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
―
八
　（
略
）

第
一
〇
〇
条
の
七
【
組
合
等
の
役
員
等
の
過
料
】
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

組
合
若
し
く
は
農
事
組
合
法
人
の
役
員
又
は
組
織
変
更
後
株
式
会
社
の
取

締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
組
織
変
更
後
一
般
社
団
法
人
、
組
織
変

更
後
消
費
生
活
協
同
組
合
若
し
く
は
組
織
変
更
後
医
療
法
人
の
理
事
（
民

事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
仮

処
分
命
令
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
理
事

の
職
務
を
代
行
す
る
者
又
は
会
社
法
第
三
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
若

し
く
は
同
法
第
四
百
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
百
一
条

第
三
項
の
規
定
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第

七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
三
十
条
の
二
第
二

項
の
規
定
若
し
く
は
医
療
法
第
四
十
六
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選

任
さ
れ
た
一
時
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
若
し
く
は
理
事
の
職
務
を
行
う

べ
き
者
若
し
く
は
仮
理
事
を
含
む
。）は
、
百
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

る
。

一
―
六
　（
略
）
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